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A general review was made on the development of the national tuberculosis control pro

gramme in Japan together with the discussions on its future direction. A principle of the 
national tuberculosis control programme was established and reported by Oka already in 1935. 
However, its implementation had been postponed until 1951 due to severe conditions during 
and soon after the World War II.

The Tuberculosis Control Law was legislated in 1951. One of the peculiarities of this 

law was to integrate the programme into the existing health care system in Japan including a 
network of general practioner's clinics and of health centres covering whole Japan. Another 

peculiarity was the public subsidy given to MMR, BCG vaccination and treatment.
Tuberculosis control programme has been ammended and improved by taking into con

sideration the changes in the epidemiological situation of tuberculosis and the development 
of techniques used for controlling tuberculosis.

Major difficulties which might be encountered in the coming turn of tuberculosis pro

grammes are the following: 1) Japanese population is divided into two groups, tuberculosis 

polluted and clean generations, and the borderline of the two generations exists at 45 to 50 
years of age. The control programme is different in these two groups, but the two groups 
are actually living in the same community and in the same family. 2) The speed of decline of 
tuberculosis differs by the area, sex, age, etc. Tuberculosis remains in groups to which the 
approach is more difficult. 3) To cut down the programme is more difficult than to expand 
them. 4) Concern of general public as well as of medical professions has been coming down 
faster than the decline of tuberculosis. 5) Due to the slowdown of the economical development 
since 1975, very strict regulations have been given for the national budget, and this is partic
ularly true for the health and welfare budget as its expansions has been rapid.

Future direction of the national tuberculosis programme was discussed. The priority 
of case-finding will be given more and more to symptomatic visit to doctors. The delay in 
detecting tuberculosis patients might deteriorate in the future due to the lowering concern
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of both general public and of doctors on tuberculosis and the partial cutdown of the 100% 

coverage of expenses for medical treatment by the health insurance scheme for employees. Con

cerning treatment programme, the duration of treatment and of hospitalization is to be short

ened, as it is still much longer than that in technically advanced countries. Method of tuberculo

sis prevention will be shifted from the mass BCG vaccination to chemoprophylaxis. A system 

of surveillance for tuberculosis and its control programme was already established, and the 

Research Institute of Tuberculosis, JATA, is working as a national tuberculosis surveillance 

centre.

One of the main great topics which remained unsolved is a tuberculosis programme in 

developing countries. Main reasons of failure in bringing tuberculosis under control in deveop

ing countries are the weakness and slow development of the basic health services to which the 

tuberculosis programme is to be integrated, and the weakness in the organization of supervisory 

and managerial teams in tuberculosis control. How to speed up the development of primary 

health care systems and how to integrate smoothly the tuberculosis programme into the basic 

health services are the problems which should be solved urgently.

This series of general review on phthisiology in commemoration of the centenary of 

Koch's discovery of tubercle bacilli now came to the end. When this plan was discussed about 

one and half years ago, there was some worry whether the plan will be successful or not, as 

in 1975, on the occasion of the 50th Annual Meeting of the Japanese Society for Tuberculosis, 

a special issue of "KEKKAKU" entitled "Tuberculosis Research for 50 Years" was published 

under the leadership of Prof. Yasuhira, the president of the Society by that time, and general 

reviews on the advances of phthisiology were made by experts in each specific field.

I dared to challenge to make another new reviews again, as Prof. Yasuhira mentioned in 

his introduction to the "Tuberculosis Research for 50 Years" that "I decided to publish this 

special issue not only to look back the past but also wish to step out for unknown future based 

on this issue", and in the annual meetings since then, many new achievements in research 

have been reported. Tuberculosis research might further be activated and progress based on new 

general reviews of important fields of tuberculosis research. Through the good cooperation of 
the authors participated to prepare these reviews, I am quite confident that the series ended in 

great success.

対 策の 基礎-自 然 史の解 明,疾 病 を制 圧 す る手

技 の開 発

疾 病対 策 の基 本 は,ま ず その疾 病 の まん延 状況 と 自

然 史 を明 らか に し,次 い で感染 症 の場 合 に は感染 が伝

播 してい く鎖 を,感 染,発 病,進 展 の どこか で 断 ち切

る手技 を開発 して い くこ とに あ る。

結 核 は戦 前 の 日本 では青年 を中心 に強 くまん延 して

いたが,本 誌58巻7号 の青 木の総 説 に詳 し く述べ られ

てい る よ うに,大 正 末期 か ら昭 和初 期 にか けて展 開 さ

れ た 岡,小 林 らの一 連 の研 究 に よって青 年 に結核 が 多

い理 由が解 明 され,こ れが初 感 染発病 学 説 として完成

され,こ れ に基 づ く結核 予 防の体 系 が昭和10年 に既 に

発表 され てい た。結 核対 策 の企 画,立 案 は その 国の結

核 まん延 状 況 と自然史 に基づ いて行 な うべ き こ とを考

える と,日 本独 自で昭和初 期 に既 に この段 階 まで到 達

して いた こ とは,特 筆 して よい こ と と思 われ る。

結 核 感染 の伝 播 を断 ち切 る方法 につ いて も,昭 和初

頭 か ら世 界 と並 行 して 日本 で も開発 が進 め られ てい っ

た。 昭和10年 代 に 入っ て ツベ ル ク リン反 応が 日常 的 に

用 い られ る よ うに な り,昭 和11年 に古 賀 とde Abreu

(ブ ラ ジル)が 独立 に考 案 した間接撮 影 を応 用す るこ

とに よ って集 団検 診 が可 能 にな り,少 し遅 れてBCGが

実 用化 され,ま ず ツ反応 を行 な っ て対 象 を陽性 者 と疑

陽性,陰 性 者 とに分 け,前 者 に はX線 間接 撮影,後 者

にはBCGを 接 種 す る体 系が 昭 和15年 に既 に今村 らに

よっ て完成 され て いた。

また,千 葉 らの ツ反応 自然 陽転 者 か らの発病 を追 求

した研 究成 績か ら,陽 転 後1年 以 内 の発病 が 著 し く多

いこ とか ら,陽 転者 を養 護 し発病 を防 ぐこ とも試 み ら
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れ る よ うに なっ た。 この考 え方 は後 に抗 結核 薬 が 出現

してか らは,化 学 予 防 とい う考 え方 に 発展 して い くこ

とにな る。

これ らの成 果 に よっ て,発 病 を阻止 し,発 病 した者

は早 期 に発 見す るこ とに よって感 染伝 播 の鎖 を断 ち切

るこ とが可能 にな ったが,こ れ らの方 策 は第2次 大 戦

の激化 と ともに,国 の結 核対 策 としては広 く実行 され

な い まま終戦 を迎 え る こ とに な る。

戦前 の結 核対 策 に は,健 民政 策 の影 を拭 い去 る こ と

が で きなか ったが,戦 後 に なって か らは まん延 を極 め

て いた結 核 に対 して,結 核 医や 公 衆衛生 担 当者 らが,

当時 の混 乱や 物 資の不 足 を も顧み ず,既 に 開発 され て

い る結核 予 防の 技術 を国民 の中 に持 ち こ もう とい う気

迫 を感 じる こ とが で きる。 その典 型 的な もの が焼跡 に

テ ン トをは り,国 民の 中に飛 び こん で い く形 で行 な わ

れ た街 頭検 診 で あっ た。

技術 開 発 も進 み,乾 燥 ワ クチ ンが 昭和24年 に作 られ,

更 に改 良 を加 え た耐熱性 のす ぐれ た凍結 乾燥 ワ クチ ン

が昭和30年 に完成 した。戦 後 の悪 い電源事 情 に対 応 し

て,蓄 電 器放 電型 のX線 装 置 が採 用 され,X線 自動 車

に搭 載 され て検 診 が普 及 してい った。

結 核対 策 に用 い られ る手技 の 中で,最 も開発 が遅 れ

たのは 治療 で あっ た。昭 和20年 代 に 入 って人工 気胸 が

外 来 で も行 な え るよ うに な り,外 科療 法 ではペ ニ シ リ

ンに支 え られ て まず胸 郭成形 術 が,次 いで抗結 核 薬 と

麻 酔 の進 歩に よって肺切 除術 が可 能 とな り,昭 和20年

代 の 治療 の主役 は,前 半 が人工 気胸,後 半 は外科療 法

で あっ た。 これ らの基 礎 には大 気,安 静,栄 養 を中心

とす る自然療 法 が あ り,結 核 治療 の正 しい考 え方 を普

及す る時 代 で あっ た。 医 師 に対 す る啓 蒙 に手 をや いた

隈部 らが,「結 核 の正 しい知 識 」を雑 誌 に連 載,つ いで

単行 本 と して刊行 し,患 者 を通 じて結核 治療 に対す る

正 しい考 え方 を普 及 して いっ た時代 で もあ った。 それ

だけ患 者 も多 く,新 しい治療 の考 え方 が普 及 しに くい

時代 で あっ た とい うこ とであ る。

最初 の抗 結核 薬 で あ るス トレプ トマ イ シン(SM)が

ワ クスマ ンに よって発 見 され たの は1944年 で,翌1945

年 には既 に その 臨床効 果 が確 認 されて い たが,日 本 で

公 にSMが 使 え るよ うにな った のは昭和24年(1949年)

以 降 であ り,化 学療 法 のみ で結核 を治せ る よ うに な っ

たの は,昭 和30年 代 に 入 っての こ とで ある。

対 策の 組 み立 て-専 門化 か統合 か

進 歩 した技術 を対 策 に組 み込 ん でい くの は行 政 側 の

仕 事 で あ る。 この際 の基本 的 な考 え方 は,対 策 が全 国

的 に,貧 富 の差 な く,継 続的 に行 な われ るこ とに あ る。

対 策 の進 め方 と して,あ る特 定疾 病対 策 を専 門的 に

取 り扱 う組 織作 りをす るか,そ の国 の一般保 健 医療制

度 の 中に疾病 対 策 も組 み込 んで い くか とい うこ とがい

つ も問 題 にな る。私 ど も専 門家集 団 は,え て して疾病

対 策 には専 門知 識が 必要 で あ り,専 門家 に よるチー ム

を編成 して対策 に 当た るべ きで あ る と考 えが ちで あ る。

もし,あ る国に まん延 して い る多 くの病 気 につ い て,同

じ主張 が行 なわれ れば どの よ うな こ とにな るで あろ う

か。先 進 諸 国に おいて さえ,中 央か ら末 端 まで専 門 の

組織 を多 くの疾 病 につ い て もつ こ とは不 可能 で あ ろ う。

答 えは 明 らかで,一 般 保健 医療 制度 を整 備 し,第 一線

で の あ らゆ る疾病 対策 をその 中 に組み 込む こ とが必要

であ る。 この考 え方 は,中 央や 中間段 階 での専 門機 関

や,第 一線 の ス タ ッフ を指導 す る ため の専 門家 の チー

ムの存 在 を否定 す る もので は ない。否,こ の よ うな組

織 は是 非必 要 で あ る。

日本 の近 代 的 な対 策 は,昭 和26年 に全 国的 に大 改正

され た結核 予 防法 に基づ いて い る とい って よ いで あろ

う。 ツ反応,BCG接 種,間 接 撮影,進 歩 しつつ あ る結

核 医療等 を取 り入れ た結核 予 防法 を組 み立 て る際 に,

結核 患者 の 多さ と限 られ た数 の結核 専 門機 関 を考 え る

と,地 域差 な く結 核 の診療 を受 け られ るよ うにす るた

め に は,日 本独 自の制 度 で あ る開業 医 を中心 とす る一

般 医療 機 関に結核 の診療 につ い て協 力 を求 め なけ れば

な らな い とい う考 え方が 採用 され た。 また,既 に全 国

的 に整 備 され疾 病予 防 の仕事 を担 当 してい た保 健 所 に,

結 核 予防 も担 当 させ る こ とに なっ た。 この よ うに して

日本 の結核 対 策 は,そ の近代 化 の 第一歩 を 日本 固有 の

保健 医療 制度 の 中に組 み込 む とい う形 で発 足 した。手

術や 合併 症 の あ る患者 の 治療等 よ り高 次の 医療 は結核

療養 所 で行 な われ,第 一 線で の結核 診療 に対す る指 導,

助 言 をす る機 関 と して各保 健 所 に結核 診査協 議 会 が設

置 された。

地域 差 と並 んで今 一つ の重 要 な因 子 であ る貧富 の差

をな くす るため には,健 康 診断,予 防接種,医 療 等 に

つ いて 費用 の一部 を公 費 で負担 す る制度 が始 め られ た。

健 康 診断 と予 防接種 につ いて は,昭 和32年 か ら全 額公

費 負担 とな っ た。 医療 費 につ いて は,昭 和29年 には総

医療 費 の25%を 結核 が 占め,結 核 医療 費の28%が 公 費

で 負担 され,公 費負担 医療 費 の66%が 結 核 で あっ たこ

とを考 えると,医療 費 公費 負担 の果 た した役割 は大 きい。

対策 の修 正

結核 対 策 は一 たん樹 立 され た後 も,結 核 まん延状 況

の変 化,対 策 に用 い られ る手技 の進 歩や 考 え方 の変化

に応 じて修正 されね ばな らな い。

まん延 の変 化 に対応 す るため に は,正 しい疫学 情報

が必 要 で ある。 日常 の情報 収集 体制 が整 備 され て いな

い昭和30年 代 には,層 化抽 出法 に よる結 核 実態調 査 が

貴 重 な情 報源 で あっ た。 第1回 の調査 は昭和28年 に行

な われ たが,有 病率3.4%,推 定患 者数292万 人,実 態調

査で結核 患者 と診 断され た者 の うち自分が結 核で あるこ

とに気付 いている者 の割 合 は21%,推 定 患者 の うち30歳

未 満122万 人,30歳 以上170万 人 とい う実 態が 明 らか に
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され,昭 和26年 の結 核 予防 法制定 当時 には30歳 未 満 で

あっ た健 康 診断 対象 が,昭 和30年 に は全 国民 に拡 大 さ

れ た。

健康 診 断 が推進 され,発 見 され た患者 の受 療状 況 に

つ いて の調 査 が行 なわれ た結果,治 療 を始め ない者,

始 め て も中断 す る者 が 多い こ とが 明 らか に され,結 核

患 者 を保健 所 に登 録 し管理 す る制度 につ い ての研 究が

進 め られ,昭 和36年 か ら全 国一せ いに患者 の 登録,管

理制 度 が開 始 され た。

登 録制 度 が整備 され るにつ れ て,こ れ に基づ く統 計

が とられ るようにな り,5年 ご とに繰 り返 された結核 実

態調 査 の成績 と対 比 され るよ うにな り,菌 陽性 の患 者

につ い ては殆 ん どすべ て の患者 が遅 か れ早 かれ登 録 さ

れ,軽 症例 を含 む全患 者 につ いて も70%前 後 は把 握 さ

れて い る と推定 され る よ うに なっ た結 果,層 化抽 出法

に よる実態 調査 は 昭和48年 の 第5回 目を最 後 に して 中

止 され た。

昭和28年 以来5年 ご とに5回 繰 り返 された結核 実 態

調査 の成 績,結 核 登録 者 につ い ての統 計,集 団検 診 に

関す る保 健所 運営 報告 等 の資料 か ら,日 本 の結核 は順

調 に減 少 し,か つ て の青年 の病 気 が 中高 年 の殊 に 男子

に 多い病 気 に移行 して きて いる実態 が 明 らか に され た。

一 方
,放 射 線 を健康 診 断 に利用 す る際の考 え方 につ い

ては,ICRPが 検 診 に よ る早期 発見 の利益 が,放 射線

曝 露 に よって起 こ りうる障害 を明 らかに上 回 る ときに,

放射 線 の利用 が正 当化 され る とい う見解 を示 した。 こ

れ を受 けて,小,中 学生 に対 す る健康 診断 の 回数 が昭

和49年 に大幅 に 削減 され,高 校 生 年齢 の健康 診 断 の回

数 も昭和57年 に 削減 され た。

対 策 に用 い られ る手 技 に対 す る考 え方の変 化 に よっ

てや り方 が変 わ った のがBCG接 種 で ある。BCG接 種

は昭和23年 には予 防接種 法,昭 和26年 には結 核予 防法

に取 り入 れ られて,接 種 が 推進 された。 そ の当 時 は結

核 は青 年 に 多 く,30歳 までに大 半 の者が 感染 す る とい

う事 実 と,再 接 種 につ い て どの 時期 に何 回す れ ば よい

か とい う明確 な根拠 が な い ままに,30歳 未満 の者 に は

毎年 ツ反応 を し,疑 陽性 か陰性 の者 にはBCGを 接種 す

る とい うや り方 が とられ た。 実 際 には乳幼 児や 一般 住

民,事 業所職 貝 で は毎年 ツ反応 を受 け る者 は少 なか っ

たが,小,中,高 校 で は ツ反応 が毎 年行 な われ,BCG

を頻 回再接 種 を受 け る者 もあ る程 度 み られ た。 この結

果接 種 後の 局所 反応 が か な り強 い者 が 多 くな り,潰 瘍

や その 後 に残 る疲 痕 を嫌 っ てBCG接 種 をいや が る者

が増 えて きた。 こ の解決 策 として局所 反応 の軽 い経 皮

接種 が 開発 され,昭 和42年 にBCG接 種 は管 針 を用 い る

経 皮法 に切 り換 え られ た。

再接 種 回数 の 削減 につ い ては,筆 者 らがBCG接 種 後

の ツ ・ア レルギー の持 続 が長 い こ と,東 がBCG接 種 後

の ツ反応 は集 団 として はほぼ 同 じ水 準 を示 すが,個 体

の変動 は大 きい こ と を示 し,再 接種 回数 を削減 して よ

い こ とを示 したが,な か なか 同意 が得 られ ず,英 国の

Medical Research Councilが 行 なった20年 にわた る対

照実 験 の成績 が 出て,接 種効 果 が長 く続 くことが明 ら

か に され て,や っ と昭和49年 に接 種 の定期 化 が行 な わ

れ た。

結 核 患者 の治療 につ いて は,健 康 保 険 に よる結核 の

治療 指針,結 核 予防法 に よる結 核 医療 の基 準 が設 け ら

れ,こ れ らの指針 と基 準 は治療 法 の進 歩 を取 り入れ て

改正 され,結 核対 策が 一般 保健 医療 制度 に総 合 され て

い る中 で,結 核 医療 の水 準 を保 つ のに寄 与 した。 また,

昭和36年 に開 始 され た結 核 患者 を保健 所 に登 録 し管理

す る制 度 は,治 療 の 中断 や不 規 則 にな るの を防 ぎ,治

療 脱落 者 に対す る対 策 を進め,再 発 の早期 発 見,患 者

家族 の管理 の強 化 に役 立 っ た。

また,昭 和36年 には命 令入所 制 度 につ いて も改正 が

加 え られ た。 空床 が増 加 し始 め た結 核病 床 を利 用 して,

感染性 患 者 を積 極 的 に収容 し,感 染 源対 策 を行 な うこ

とが 本格 的 に取 り上 げ られ た こ とに なる。 この ため 命

令入所 をか けた患者 の 医療 費 に対す る国の補 助率 が,

生 活保 護 と同 じ80%に 増 額 され て い る。 昭和10年 に 岡

に よって発 表 され た結核 予 防の体 系 が,昭 和36年 に な

ってや っ とそ の全部 が対 策 として組 み立 て られ た こ と

にな る。

対策 転換 の 難 しさ

明治 に入 って 日本 の近代 化 と ともに結 核 は まん延 し

始め,大 正か ら昭 和20年 代 の前 半 までは極 め て強 くま

ん延 して いた。 年 間感 染率 は数%,30歳 まで に80～90

%の 者が 感染 を受 け てい た と推 定 され,結 核 死亡 率 は

人 口10万 対200前 後 とい う高 い値 を示 し,死 因 の第1

位 を 占め て いた。19世 紀か ら20世 紀初 頭 に まん延 の頂

点 に達 し,その 後積極 的な結 核対 策 が始 まる前 に結核 が

減 少 して きて いた欧 米先 進諸 国 と異 な る点 であ る。 化

学療 法 時代 に入 っ てか らの結 核 の減 る早 さは,日 本 も

欧 米諸 国 と同様 で あ るが,結 核 の減 り始 め た年 代 が異

なる結 果,日 本 で は大半 が結核 既 感染 者 で 占め られて

いる世 代 と,結 核 対 策が 始め られて か ら育 ち,感 染 を

受 け てい る者 が 少 ない世 代 との境 界が45～50歳 で あ る

の に対 して,欧 米 先進 諸 国 では この境 界 が65～70歳 と

い う差 が生 じて い る。 結核 対 策 の進め 方 も大半 が既 感

染者 で あ る世 代 と,殆 ん どが 未感 染者 で しか も感染 が

殆 ん ど起 こ らない世 代 とでは 異 なっ て くるが,こ れ ら

2つ の世 代 が同 じ地域 同 じ家 庭 に住 んで い る ところ

に,今 後 の結核 対 策 を進め る上 で の第1の 難 しさが あ

る。

結核 が 全 国の あ らゆ る地 域,階 層 に まん延 して いた

時代 に は,結 核 対 策は一 律 に推進 す れ ば よか った。 し

か し,結 核 が 減 る と きに は,減 り方 は一様 で はな く,患

者 の所 在や 発生 が偏 っ て くる。地 域 に よる差 もみ られ

て くる。結 核対 策 も問題 が 多 く残 って いる地域 や 階層



1 9 8 3 年 9 月
4 4 9

に重 点 をお い て進め る必 要 があ るが,一 般 的 にい うな

ら今 までの対 策 の効 果が 波 及 しに くい とこ ろに結核 は

多 く残 っ てお り,こ れ が今 後の対 策 を進 め る上 で の第

2の 難 しさで あ る。

一般 的 に いえば
,対 策 を追加 し,拡 大 してい く方が

容 易 で あ り,削 減 し,縮 小 す る こ とは難 しい。 日本 の

結 核対 策 は,昭 和36年 の患 者 の登録 管理 制度 の導 入,

命令 入所 の枠 の拡 大 まで は,対 策 を大 き くす る方向 で

進め られて きた が,こ の成 果 が表 われ結 核 が著 し く減

り始 あ た結果,昭 和40年 代 の 後半 か らは対 策 を縮 小す

る方向 に転換 した。体 系 の効率 を減 らさずに対 策 を縮

小せ ね ば な らない ところに,第3の 難 しさが あ る。

日本 の結核 対 策 が効果 をあげ た背景 に は,日 本 の経

済 的復 興,発 展 が あ り,医 学 が 開発 し対 策に 取 り入れ

られ た手技 を実 施 で き る力が備 わ って いた こ と も重要

な因子 で あ るが,同 時 に 国民病 と もい われ る程度 に ま

ん延 して い た結 核 との戦 いに,す べ て の医療 関係 者や

一 般 国民 が強 い関 心 を示 し,協 力 し,参 加 したこ と も

忘 れ て は な らない こ とで あ る。 とこ ろが結核 の 減少 に

伴 って,医 療 関係 者や 一般 国民の結 核 に対 す る関心 は

急速 に低 下 して きてい る。 問題の 大 きさが 縮小 す るの

に比 例 しての低 下 な らよ いが,そ れ を遙か に上 回る早

さで関心 が低 下 す るな ら,対 策実 施 の上 での障 害 とな

る。 これが 第4の 難 し さであ る。

経済 発展 の速 度 が早 か った時代 には,医 療や 福祉 に

投 資す る財 源 が得 られ た ため,医 療 費 の増大 に対 す る

規 制 は弱 く,生 命 を救 うため な らば,か な りの金 を使

うこ とが で きた。 しか し,昭 和49年 の オ イル ・シ ョッ

ク後事 情 は一 変 し,経 済低 成長 下 では支 出に対 す る締

め付 けが 厳 し くな った。保 健 医療 費 も例 外 で はな く,

殊 に増加 が早 か っ ただけ に風 当 た りが 強 くな って きて

いる。生 命 を救 うため に とい う聖 域が 認め られ な くな

って,す べ て にわ たっ て節減 を考 えるべ き時代 に な っ

て きてい る こ とが,第5の 難 しさで あ る。

これ らの 困難 を克服 しなが ら,対 策 の転 換 を円 滑 に

進 め ていか な けれ ば な らない。

今後 の結 核対 策 の動 向-(1)患 者の 発 見

これか らの結 核対 策 の 中心 となるの は,今 まで と同

様 に患者 の早 期発 見 と治療,管 理 で ある。 これ に よっ

て結核 感 染 の伝 播 す る鎖 を,感 染 と進展 の段 階 で断 ち

切 る こ とが で きるか らであ る。 しか し,実 際の対 策 の

進め 方 は,従 来 とはか な り異 な って くるであ ろ う。 患

者 発見 につ いて は検 診が 強 力に進 め られ て きたが,新

たに登録 され た患者 の発 見方 法 を調 べ てみ る と,検 診

発 見 は20%前 後 で あ り,大 多数 の患者 は医療 機 関 に受

診 し発見 されている。結 核対 策 を最初 に樹 立 する ときに,

一 般医療 機 関 の協 力 を得 て結 核 患者 の診療 をす る と考

えた こ とが,そ の まま活 きて実施 されて い る とい うこ

とで あ る。 対策 とい うと検 診の よ うに行 政 側 か ら住 民

に働 きか け る こ とだけ を考 えが ちであ るが,一 般 国 民

が 身体に不 調 を感 じたときに早期 に受 診す るように平 素

か ら衛 生 教育 を し,受 診 した い患者 が容 易 に受 診で き

る体 制 を作 って お くこ と も立 派 な対 策 で あ る。

検 診 とい う考 え方 は,先 に も述べ た よ うに従 来診療

室 に座 っ て患者 の来 るの を待 っ てい た医学 が,自 分 か

ら国民 の 中に飛 び込 んで い く道 を開 い た画期 的 な もの

で あ り,キ ャ ンペー ン として結核 問題 を盛 り上 げ,衛

生 教育 を強力 に展 開す る ため に 非常 に役 に立 った。 昭

和20年 代 後半 か ら30年 代 は検 診 を先頭 に して結 核 対策

を推 進 した時代 であ った と言 え よ う。検 診 は欧米 諸 国

で も推 進 されて いたが,検 診 に対す る反省 は,結 核 が

日本 よ り数歩 先 に減少 してい た欧米 諸 国で は昭和30年

代 の後半 か ら始 め られて い た。 主 な問題 点 は次 の よ う

に要 約 され る。

A.　 検 診の 限界

1.　検 診 を繰 り返 す と,受 診 す る者,し な い者 が 固定

し,未 受 診 者 中に 多 く患 者 がみ られ るが,こ れ ら

の人 を受診 させ るのは容 易 で ない。

2.　検 診 を対 策 として全 国的 に実施 した場 合 に,そ

の精度 を保 つ こ とが難 しい。

B.　 結 核 とい う病気 の性 質

1.　肺 結核 は空 洞が も とに な って,シ ュープ を繰 り

返 しなが ら進 展す る。 シュー プ を起 こす と咳,疾,

熱,疲 れ,だ るさ等 の症状 が 出現 し,し ば ら くは

持 続す る。従 来 言 われ てい たほ ど症状 の無 い病 気

では ない。

2.　検 診 を繰 り返 す こ とは,進 展 の早 い病気 の 発見

には余 り役 に立 た な い。 菌 陽性 で発 見 され る患者

のほ ぼ半数 は1年 以 内 に異常 な く,急 速 に発病 し

た いわ ゆ るrapid caseで あ る。

この結 果,欧 米諸 国 で は患者 発見 の重 点 は呼吸 器症

状 が持続 す る ときの早 期受 診 に おかれ るようにな り,全

国民検 診 は昭 和40年 代 に入 って漸次 廃 止 され,検 診 は

結核 のhigh risk groupに 重 点 をお いて実 施 され る よ

うに なって きた。

日本 で も少 し遅 れ て昭和40年 代 後半 に 入 って検 診 の

再 点検,患 者発 見方法 の検 討 が行 な われ,昭 和49年 に

小,中 学生,昭 和57年 には高校 生 年齢 の検 診 が大幅 に

削減 され たが,そ う遠 くな い将来 に,20歳,30歳 代 の

検 診 回数 の削減 につ い て も検 討 され るこ とにな るで あ

ろ う。

40歳 以上 の者 で は,ま だ結 核 の発 生 も多 く,肺 癌 も

増 加 して お り,し か もX線 被 曝 の影響 は若年 者 に比べ

る と小 さ くな るの で,検 診 は 当分 続 け られ るで あ ろ う

が,こ の場 合検 診 の精度 の 向上,肺 癌 を診 断で きる体

制 の整 備 等 につ いては,積 極 的 に努 力せ ね ば な らな い。

今 後の結 核 患者 発見 の本 命 は有症 状時 の早 期受 診 の

促進 に おかれ るこ とにな る。 この場 合発 見 の遅 れが 問

題 にな る。 これ は受 診 の遅 れ と診断 の遅 れ に分 け るこ
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とがで きる。 受 診 の遅 れ は,症 状 出現 後医 師 に受診 す

るまで の期 間が長 い こ とで あ り,幸 いに現状 では あ ま

り遅 れ は ないが,今 後 国 民の結 核 に対 す る関心 の低 下

が進 み,ま た医療 費の うち国庫 支 出分 削減 のため受 診時

の 費用 の 自己負担 額増 加等 の措 置 が とられ る よ うなこ

とが あれ ば,受 診 の遅 れが 多 くな る こ とが心 配 され る。

診断 の遅 れ は患者 が 医療機 関 に受 診 してか ら結核 と

診 断 され る までの期 間 が長 くか か るこ とで あ り,こ れ

も現 在 で は稀 に しか み られ て いな い。 しか し,結 核 の

教育 を殆 ん ど受 け ない ま ま医 師 にな る者 が 増 えて くる

と,将 来 は診 断 の遅 れが 増 え るこ とが心 配 され る。 医

学教 育や 医師 会 の行 な う卒 後研 修 プ ロ グラムの 中 に,

結 核 の問 題 も含め るよ うな働 きか けの強 化が 必要 と思

われ る。

日本 では患者 発 見の ため の対 策 とい うとす ぐ検 診 と

考 え る傾 向が強 か っ た。 しか し,結 核 に限 らず,肺 癌

の早期 発見 の ため に も,他 の疾病 の場 合 に も,有 症 状

時 の早 期受 診が極 め て重 要 で ある こ とを考 える と,医

療 費節 減 とい う名 目で有 症状 時 の早期受 診 を阻害 す る

措 置 を とるこ とにつ い ては,慎 重 な配 慮が必 要 と思 わ

れ る。 発見 の遅 れ は,発 見時 の病状 の悪 化,周 囲へ の

感染,発 病 を もた ら し,逆 に医療 費が増 えるお それ も

あ るか らで あ る。

今 後の 結核 対策 の動 向-(2)患 者 の治 療 と管理

結核 患者 の 治療 につ い ては,INHとRFPを 主 軸 と

す る処 方 につ いて,10年 間 観察 した遠 隔成 績 が得 られ

た。 当初2～3カ 月SMかEBを 併用 した場合,6カ

月の治療 では再 発 が数%み られ,9カ 月 化療 で再 発は

1～2%に 低 下 し,そ れ 以上 投薬 期 間 を長 くして も再

発率 は これ 以下 に は低 下 しない こ とが 示 され た。 当初

2カ 月PZAを 含む4者 併 用 をす る と,6カ 月化療 で再

発率 は1～2%と なる。初 回治療例 で は これ らの強 化

処 方 を用 い る こ とに よ って6～9カ 月 の治療 で よい こ

とが確 認 され た。

結核 患者 の感 染性 につ いて も検 討 が加 え られ,強 力

な化学 療法 開始 後 は,咳 の数が 急速 に少 な くな り,疾

の中 の結核 菌 の数 も著 し く減 るので,化 療 開 始2～3

週 後 には感 染性 が殆 ん ど消 失す るこ とが 示 され た。

この結果,特 別 な合併 症 の ない患 者 では入 院期 間 を

著 し く短縮 す る こ とが 可能 に な り,欧 米先 進 国の 一部

では,一 般病 院 内 の特別 の病棟 か病室 に 患者 を収容 す

るこ とも行 な われ てい る。

我 国 の治療 の処 方,期 間,入 院 の期 間 の実態 と上 述

した学 問の 第一 線の状 況 との 間 には,か な りの格差 が

み られ る。 初 回 治療へ の 強化処 方 の導 入は未 だに不 充

分 であ り,治 療 期 間,入 院期 間 と も先進 国 の水準 に比

し著 し く長 く,こ れ らの解 決が 当 面の課 題 であ る。結

核 医療 の 基準 が昭和46年 以 来改 正 され てい なか っ たの

が 一つ の障 害 に なっ てい たが,現 在 これ をよ り簡 略化

した治療 の指針 を示 す もの に改 訂す るこ とが検 討 され

てお り,こ れ が実現 す れば 強化処 方 の使 用が 促進 され,

治療 期 間や 入院 期 間の短 縮 に も役 立 つ もの と思 われ る。

結 核 患者 の管理 の方法 につ い て も,短 期 化学 療法 時

代 に入 っ た こ とを前提 に して,登 録票 の記 載様 式,活

動性 分 類の定 義,保 健 婦 に よる訪 問 の基準,登 録か ら

削 除す る基準 等 を含め て 見直 しが必 要 で あ り,現 在作

業が 進行 してい る。

コ ンピュー ター を利 用す る結 核患 者 の集 中管理 も既

に一部 の 県 で始め られ てお り,今 後 普 及 を図 る必 要 が

あ り,結 核 診査 協議 会 につ いて も現 在 の各保 健所 に設

置す る方 式か ら,結 核 患 者数 や専 門医数 の減 少 に対応

し,集 中 して運 営す る方 式が 考 え られて よい時期 に来

て い る もの と思 われ る。

今後 の結 核対 策の 動 向-(3)予 防活 動

結 核 予 防 の手段 と して はBCG接 種 と化 学予 防が あ

る。 結核 が まん延 し,30歳 に達 す るまで に殆ん どの 人

が結核 に感染 す る よ うな状 況 では,小 児期 にBCGを 接

種 す る方 式 は極 め て役 に立 つ。 化学 予 防は結 核感 染が

減 少 してきたときに,少 数 のhigh riskの 者 に行 な うのに

最 も適 して いる。結核 まん延 状況 の変 化 を考 える と,

結 核 予 防 の方 式 として はBCG接 種 に重 点 をお いた時

代 か ら,化 学予 防 に重点 をお く時 代へ の転 換期 に さ し

か か って い る とい え る。

た だ小 児 の結核 性髄 膜 炎が毎 年 な お20～30名 発生 し,

しか もその予 後が 未 だに あ まり良 好 ではな く,しか も事

前 にBCGを 接種 してお けば殆 ん ど確 実 に髄 膜 炎 を防

げ る こ とが,乳 幼 児 期 のBCG接 種 を続け る根拠 とな

っ て いる。BCGの 集団接 種 は どの よ うな条件 が あれ ば

廃止 で き るか,再 接 種 は いつ どの よ うな対 象に行 なえ

ば最 も効果 的 か等 につ い ての検 討が 続 け られ よ う。

今 後の 結核対 策 の動 向-(4)サ ーベ イ ラ ンス体

制 の整備

結核 の まん延が低 下 し,患 者 の 発生や 所在 が限 局化

して くるにつれ て,結 核 の まん延 状況 や その推 移,結

核対 策 の実施 状 況等 につ い ての情 報 を的確 に把 握 し,

分析 し,そ れ を対 策 の改善 に利 用 す るサー ベ イ ラン ス

体制 の整 備 が一 層重要 にな る。

年 末 に保健 所 ご とに まとめ られ る結核 につ いての統 計

を集 め て解析 す る作業 は,現 在 結核 予 防会結 核 研究所

で進 め られ てお り,都 道府 県別,保 健所 別 に詳 しい情

報 が 得 られ てい る。 コ ンピュー ターに よ る患 者 情報 の

管 理 は一部 の 県で既 に始 め られ て お り,全 国の患 者 に

つ いては5年 後 に抽 出標 本 につ い ての調査 が行 なわれ ,

多 くの役 に立つ 情報 が得 られ,対 策 の改善 に活用 され

てい る。 結核 研 究所 は 日本 の結核 サ ーベ イ ラン ス ・セ

ン ター と して機能 してお り,こ の働 きは将 来 ます ます

強化 され よ う。
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時に 起 こ る結核 の集 団感染 や 発生 に対す るサ ーベ イ

ラ ンス体制 も整 え られつ つ あ る。

開発 途 上国 の結 核対 策-残 され た大 きな課題

先進 国 では結 核対 策 の実 践 に よって結核 は順調 に減

っているのに対 して,開 発 途上 国 では結核 はい まなお 強

くまん延 し,一 部 の 中進 国 で は減少 し始 め てい るが,残

りの 多 くの 国で は不変 あ るいは減 るに して も極 めて 緩

徐 な減少 しか示 して い ない。 人 口の増加 を考 え る と将

来患 者 の実数 が 増加 し,保 健 医療 の体 系 に対 す る負担

が大 き くなるお それ さえ ある。

減 少 がみ られな い理 由は,結 核 対策 を組 み 込むべ き

保健 医療 制 度 の下部機構 自体 の 弱 さ,そ れ に結 核対 策

を指導,監 視 す る組 織 の弱 さに尽 きる。Primary health

 care(PHC)の 組 織 を発展 させ,そ の 中の重要 な構成

因子 で あ る保健 医療 の下部 機構 を充 実 させ て い くこ と

が まず 第一 であ る。 その上 で この 中に結 核対 策 を組 み

込む 際の 問題 点 と解決 法 を研 究 して い くこ とにな る。

結 核対 策 の技 術 的指導 に当 たれ る人材 の養 成 も並 行 し

て 進 め なけれ ば な らない。

具 体 的に は咳や 疾 を訴 える患者 を受 診者 の 中か ら選

別 し,疾 を取 り,結 核 菌 の塗 抹検 査 をし,も し陽性 な

ら一 定期 間 投薬 す る とい う仕 事 をど こまで確 実 に実施

で きるか とい うこ とで あ り,総 合 予 防接種 計 画 の中 に

BCG接 種 を組み 入 れて,ど の よ うに実 施 して い くか と

い うこ とで ある。 一 見簡単 に み える これ らの仕事 を,

PHCが 既 にある地 域 で実施 す るこ とさえ容 易ではない。

下 痢や 肺 炎等 の重 い症 状 を訴 え る患者 の対応 に追 われ,

軽 い咳 の訴 えは しばしば無視 され る。疲 の検 査 を確 実 に

す ることも簡単 なことではない。 顕微 鏡 があ り検鏡 で き

る技 師 の いる とこ ろ まで,疾 自体 か痰 を塗抹 した ス ラ

イ ド ・グラス を 日常 業務 と して運 び,そ の成績 が報 告

され る し くみが作 られ なけ れば な らな い。 抗結 核薬 の

必要 量 を第一線 のヘ ル ス ・セ ン ター まで補 給 す るこ と,

一 定期 間 中断 な く薬 をの ませ るこ と,い ずれ も開発 途上

国で は非常 に難 しい こ とで あ る。しか し,こ れ らの こ と

が解 決 され ない限 り,折 角 の進 歩 した結核 医 学 の恩 恵

は国 の隅 々 まで は届か ず,結 核 は減 らな いこ とに なる。

先進 国 で成功 した対策 の コピー をその まま開発途 上 国

に持 ちこめば よい と考 えた ところに,開 発途上 国の結核

対策 失敗 の最大 の原 因が あった。PHC発 展の遅 いこ とに

焦 り,仮 に結核 対策 専 門の組 織 をつ くることを試 みるこ

とは失 敗 に終 わる と予 想 されるが,た とえそれが成功 し

うま く動 いた として も,そ の国 全体 として考 えた ときに

プ ラスに な るであ ろ うか。PHCの 発展 が その ため遅 れ

るな ら,む しろマ イナ ス効果 さえ あ るであ ろ う。 迂遠

の よ うに み えて もPHCの 発展 に合 わせ,そ の中 に結核

対 策 を確実 に組 み込 ん で い くこ とが 大切 で あ り,世 界

的に み た場 合,結 核 問題 の 残 され た課題 の 中で最 大 の

一 つ といえ よ う。

記 念総 説 シ リーズ を終 わ るに 当た って

コッホ博士 の結 核菌 発 見100周 年 を記 念す る事 業の

一つ として この総 説 シ リー ズの企 画 を検 討 した と きに,

その成功 を危ぶ む声 が ない では なか っ た。 数 年前(昭

和50年)に 第50回 日本結 核病 学 会総 会が 京都 で 開催 さ

れ た際 に,当 時の会 長安 平公 夫 教授 の卓 越 した発案 に

よ って,「結 核研 究50年 」 とい う特 集号 が刊行 され,結

核 病 学発 展 の歴 史が各領 域 の代 表 的研 究者 に よっ て ま

とめ られて いたか らで ある。

しか し,私 が これ を知 りなが ら敢 えて今 回 の企 画 に

挑戦 したの は,「 結核 研 究50年 」 の 中の安 平教 授 の序

文 を引 用 させ て 頂 くな ら,「 本誌 を編 集 す る こ とを決

意 したの は,会 員諸 氏が 栄光 あ ふれ る結核 病 学 の過 去

をで はな くて,来 らん とす る未知 な ものに 眼 を向け,

新 しい冠 をめ ざして力強 い歩み を踏 み 出 され るこ と を

願 っての こ とに他 な らな い。」と述べ られて あ り,こ の

安 平教 授 の意 図 に応 えて,そ の後 の毎年 の学 会 で次 々

と新 しい研 究成 果 が報告 され てお り,二 番 煎 じで はな

い もの を会 員諸氏 に提 供す るこ とが で き,こ れ を踏 み

台 として,更 に研 究 を推進,発 展 で き る と確 信 したか

らであ る。

この1年 間続 け られ た総 説 で は,各 執筆 者 の努 力 に

よって 充分 会員 諸氏 の期待 に応 え うる 力作 が 発表 され

て お り,本 シ リー ズ を企 画 した者 の 一人 と して心 か ら

嬉 し く思 うと ともに,わ ず か数年 の 間 に これだ け 多 く

の進 歩 が得 られ たこ とは,結 核 は もう片 付 い た病 気 で

あ り,残 され た課題 は な く,結 核 研 究者 は 老 いて し ま

っ た とい う誤 っ た考 えに対 す る絶好 の 反証 で あ る と思

う。結 核 研究 が今 後一 層発 展す る こ とを心 か ら願 いな

が ら,特 集総 説 シ リー ズを終 わ りた い と思 う。


